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中国春節交流会
　中国の春節祭としての茶話会です。
　中国のお祝い事に欠かせない餃子や、持ち寄った
ものを食べながらみんなでわいわいおしゃべりしま
しょう！
日　時：２月21日（日）12：00～15：00
場　所：明日都浜大津２F大津市国際交流サロン
対　象：中国に興味をもたれている方、日本人と交

流したいもしくは中国人同士の交流の場を
探していらっしゃる中国出身の方。

参加費：無料　但し、ポットラック（持ち寄り）交
流会のため、食べ物を一品お持ちください。

申し込み：はがき、Fax、メールに参加者氏名、人数、
中国茶話会参加申込と書いて市国際親善協
会へ、２月17日㈬までにお知らせください。

連絡先：〒520-0047 大津市浜大津４-１-１
　　　　Tel：077-525-4711 Fax：077-525-4004
　　　　e-mail: oiga@otsu-intl.or.jp

Otsu International Goodwill Association (O.I.G.A.) 
provides free consultation about immigration, 
international marriage, divorce, naturalization, 
children's education, school life, and others. The 
sessions are held on the second Wednesday of each 
month.
We aim for a multi-cultural society in which 
foreigners and citizens of Otsu can live together.
Next consultation :
	 Date.....1/13, 2/10, 3/10（Wed.） 
	 Time.....17:30 ～ 19:30
	 Place....Otsu International Community Salon

 J apanese
 Language
 C la s ses
Every Friday Course

7：00pm－ 8：40pm
	 ・Seta class:Seta Community Center <15minute-walk from JR Seta >
		  Elementary, Pre.Intermediate
	 ・�Seta Higashi class:Seta Higashi Community Center
		  <15minute-walk from JR Seta > Intermediate, Advanced
	 ・�Hamaotsu class:  Otsu International Community Salon Asuto-Hamaotsu 2F
		�  Elementary, Pre.Intermediate,Intermediate, Advanced
		  < 2minute-walk from Keihan Hamaotsu Station>  

		  Tuition fee：Elementary………………………3,000yen / 6months
		  Pre.Intermediate, Intermediate, Advanced
		  … ………………………………………………2,000yen / 6months
Every Thursday Course
	 Pre.Intermediate:10:00 ～ 11:00/Intermediate:11:00 ～ 12:00
	 ・Katata class: Katata Community Center 3-8-1 Honkatata, Otsu
		  <15minute-walk from JR Kata >

		  Tuition fee：Pre.Intermediate, Intermediate
		  … ………………………………………………1,000yen / 6months

T E L: 077-525-4711
FAX: 077-525-4004
e-mail : oiga@otsu-intl.or.jp

Info.
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：入
にゅう

管
かん

法
ほう

が一
いち

部
ぶ

改
かい

正
せい

されたそうですが、どのように改
かい

正
せい

されたのですか？

：先
さき

の国
こっ

会
かい

において入
にゅう

管
かん

法
ほう

の改
かい

正
せい

案
あん

が可
か

決
けつ

・成
せい

立
りつ

し、平
へい

成
せい

21年
ねん

７月
がつ

15日
にち

に公
こう

布
ふ

されました。主
おも

な

改
かい

正
せい

のポイントをお知
し

らせします。

⑴　新
あら

たな在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

制
せい

度
ど

の導
どう

入
にゅう

により、対
たい

象
しょう

となる外
がい

国
こく

人
じん

の方
かた

に在
ざい

留
りゅう

カードが交
こう

付
ふ

され、届
とどけ

出
で

手
て

続
つづき

などが変
か

わります。新
しん

制
せい

度
ど

により、在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

の上
じょう

限
げん

をこれまでの３年
ねん

から最
さい

長
ちょう

５年
ねん

とす

ることや、１年
ねん

以
い

内
ない

に再
さい

入
にゅう

国
こく

する場
ば

合
あい

の再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

手
て

続
つづき

を原
げん

則
そく

として不
ふ

要
よう

とする、みなし再
さい

入
にゅう

国
こく

許
きょ

可
か

制
せい

度
ど

などの措
そ

置
ち

がなされます。また、この制
せい

度
ど

の導
どう

入
にゅう

に伴
ともな

って外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

制
せい

度
ど

は

廃
はい

止
し

されることになり、代
か

わって住
じゅう

民
みん

基
き

本
ほん

台
だい

帳
ちょう

法
ほう

が改
かい

正
せい

され外
がい

国
こく

人
じん

にも住
じゅう

民
みん

票
ひょう

が作
さく

成
せい

されま

す。なお、特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

の方
かた

については、新
あら

たな在
ざい

留
りゅう

管
かん

理
り

制
せい

度
ど

の対
たい

象
しょう

とはならないため、現
げん

在
ざい

、特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

の方
かた

に交
こう

付
ふ

されている外
がい

国
こく

人
じん

登
とう

録
ろく

証
しょう

明
めい

書
しょ

に代
か

わる証
しょう

明
めい

書
しょ

として、特
とく

別
べつ

永
えい

住
じゅう

者
しゃ

証
しょう

明
めい

書
しょ

が交
こう

付
ふ

されることとなります。

⑵　研
けん

修
しゅう

生
せい

・技
ぎ

能
のう

実
じっ

習
しゅう

生
せい

の保
ほ

護
ご

の強
きょう

化
か

を図
はか

るため、次
つぎ

の活
かつ

動
どう

を行
おこな

うことができる在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

「技
ぎ

能
のう

実
じっ

習
しゅう

」が設
もう

けられます。①「講
こう

習
しゅう

による知
ち

識
しき

修
しゅう

得
とく

活
かつ

動
どう

」及
およ

び「雇
こ

用
よう

契
けい

約
やく

に基
もと

づく技
ぎ

能
のう

等
とう

修
しゅう

得
とく

活
かつ

動
どう

」（これまでの「研
けん

修
しゅう

」）　②　①の活
かつ

動
どう

に従
じゅう

事
じ

し、技
ぎ

能
のう

等
とう

を修
しゅう

得
とく

した者
もの

が雇
こ

用
よう

契
けい

約
やく

に基
もと

づき修
しゅう

得
とく

した技
ぎ

能
のう

等
とう

を要
よう

する業
ぎょう

務
む

に従
じゅう

事
じ

するための活
かつ

動
どう

（これまでの「特
とく

定
てい

活
かつ

動
どう

（技
ぎ

能
のう

実
じっ

習
しゅう

）」）

⑶　留
りゅう

学
がく

生
せい

の安
あん

定
てい

的
てき

な在
ざい

留
りゅう

のため、在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

「留
りゅう

学
がく

」と「就
しゅう

学
がく

」の区
く

分
ぶん

をなくし、「留
りゅう

学
がく

」の

在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

へと一
いっ

本
ぽん

化
か

されます。

⑷　在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

の満
まん

了
りょう

日
び

までに在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

更
こう

新
しん

許
きょ

可
か

申
しん

請
せい

等
とう

をした場
ば

合
あい

において、申
しん

請
せい

に対
たい

する許
きょ

可
か

等
とう

が在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

の満
まん

了
りょう

日
び

までにされないときは、その在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

の満
まん

了
りょう

後
ご

もその許
きょ

可
か

等
とう

を受
う

ける日
ひ

またはこれまでの在
ざい

留
りゅう

期
き

間
かん

の満
まん

了
りょう

日
び

から２か月
げつ

後
ご

のいずれか早
はや

い日
ひ

まで、引
ひ

き続
つづ

きそ

の在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

をもって日
に

本
ほん

に在
ざい

留
りゅう

することができる規
き

定
てい

が設
もう

けられました。 

　施
せ

行
こう

日
び

は、⑴については、公
こう

布
ふ

の日
ひ

から３年
ねん

以
い

内
ない

、⑵、⑶、⑷については、公
こう

布
ふ

の日
ひ

から１年
ねん

以
い

内
ない

とされています。

Q
A

在住外国人 Q&A 滋賀県行政書士会からの情報コーナー

　WEBSITE  INFORMATION
　　☆日

に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

　　Japanese Class, Clases de Japonés, Aulas de Japonês
　　　　　http://www.otsu-intl.or.jp/pdf/nihongo.pdf

　　☆外
がい

国
こく

人
じん

無
む

料
りょう

個
こ

別
べつ

相
そう

談
だん

室
しつ

　　Free private consultation for foreigners 
　　　　　http://www.otsu-intl.or.jp/pdf/soudan-eng.pdf
　　☆Orientação Individual Gratuita para Estrangeiros
　　　　　http://www.otsu-intl.or.jp/pdf/soudan-poru.pdf
　　☆Consulta privada gratuita para extranjeros
　　　　　http://www.otsu-intl.or.jp/pdf/soudan-esp.pdf


